
関係団体 御中

標記につきまして、呂1俳氏のとおり、地方厚生(支)局医療課、都道府県民生主

管部(局)国民健康保険主管課倍円及び都道府県後期高齢者医療主管音原局)後期

高齢者医療主管課倍円あて連絡するとともに別添団体各位に協力を依頼しまし

たので、貴団体におかれましても、関係者に対し周知を図られますようぉ願い

いたします。

疑義解釈資料の送付について(その25)
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公益社団法人日本医師会御中

公益社団法人日本歯科医師会御中

公益社団法人日本薬剤師会御中

一般社団法人日本病院会御中

公益社団法人全日本病院協会御中

公益社団法人日本精神科病院協会御中

一般社団法人日本医療法人協会御中

一般社団法人日本社会医療法人協議会御中

公益社団法人全国自治体病院協議会御中

一般社団法人日本慢性期医療協会御中

一般社団法人日本私立医科大学協会御中

一般社団法人日本私立歯科大学協会御中

一般社団法人日本病院薬剤師会御中

公益社団法人日本看護協会御中

一般社団法人全国訪問看護事業協会御中

公益財団法人日本訪問看護財団御中

独立行政法人国立病院機構本部御中

国立研究開発法人国立がん研究センター御中

国立研究開発法人国立循環器病研究センター御中

国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター

国立健康危機管理研究機構御中

国立研究開発法人国立成育医療研究センター御中

国立研究開発法人国立長寿医療研究センター御中

独立行政法人地域医療機能推進機構本部御中

独立行政法人労働者健康安全機構本部御中

健康保険組合連合会御中

全国健康保険協会御中

公益社団法人国民健康保険中央会御中

社会保険診療報酬支払基金御中

財務省主計局給与共済課御中

文部科学省高等教育局医学教育課御中

文部科学省高等教育局私学行政課御中

総務省自治行政局公務員部福利課御中

総務省自治財政局地域企業経営企画室御中

警察庁長官官房人事課御中

労働基準局安全衛生部計画課御中

労働基準局補償課御中

各都道府県後期高齢者医療広域連合御中

御中



地方厚生(支)局医療課

都道府県民生主管部(局)

国民健康保険主管課倍の

都道府県後期高齢者医療主管部(局)

後期高齢者医療主管課(部)

診療報酬の算定方法の一部を改正する告示(令和6年厚生労働省告示第57号)等につ

いては、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3

月5日保医発 0305 第4号)等により、令和6年6月1日より実施するとととしていると

ころであるが、今般、その取扱いに係る疑義解釈資料を別添のとおり取りまとめたので、

本事務連絡を確認の上、適切に運用いただくようぉ願いします。

御中

事務連絡

令和7年5月19日

疑義解釈資料の送付について(その25)

厚生労働省保険局医療課



【機能強化型在宅療養支援診療所及び機能強化型在宅療養支援病院】

問1 機能強化型在宅療養支援診療所及び機能強化型在宅療養支援病院の施

設基準において、「各年度5月から7月の訪問診療を実施した回数が

2,100回を超える場合は、次年の1月までに在宅データ提出加算に係る届

出を行うこと」とされているところ、令和6年3月31日時点で在宅療養

支援診療所又は在宅療養支援病院の届出を行っている医療機関において

は、令和7年5月31日までの間に限り基準を満たしているものとされて

いるが、令和7年6月2日までに様式7のⅡの届出を行うことができな

かった医療機関の取扱い如何。

(答)令和7年6月2日までに、試行データの提出に係る様式7の 10の届出を

行った医療機関においては、令和8年1月31日までの間に限り、当該基準

を満たしているものとする。

令和6年度5月から7月の訪問診療を実施した回数が 2,100 回を超える

機能強化型在宅療養支援診療所及び機能強化型在宅療養支援病院において、

令和7年6月2日までに様式7の 10の届出を行っていない場合、令和7年

6月2日までに機能強化型在宅療養支援診療所及び機能強化型在宅療養支

援病院の届出を取り下げる必要があるため、留意すること。なお、この場合、

要件を満たせば、在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院の届出を行う

ことができる。

また、令和7年6月2日までに様式7の 10の届出を行った場合であって

も、遅くとも令和7年9月及び10月の試行データを、令和7年Ⅱ月27日

までに外来医療等調査事務局へ適切に提出した上で、令和8年2月2日ま

でに在宅データ提出加算の届出に係る様式7のⅡの届出を行っていない場

令和8年2月2日までに機能強化型在宅療養支援診療所及び機能強化/>、
ロ、

型在宅療養支援病院の届出を取り下げる必要があるため、留意すること。な

お、この場合も、要件を満たせば、在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病

院の届出を行うことができる。

医科診療報酬点数表関係
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